別紙３
さいたま市葬祭業者登録制度の業務内容説明書

　さいたま市の各福祉事務所が、生活保護法による葬祭扶助を適用する場合等において葬祭業者（以下、「業者」という。）を選定する場合は、さいたま市葬祭業者登録制度に登録された業者名簿（以下、「登録名簿」という。）の中から順番に選定する。
　登録名簿に登載された業者は、福祉事務所と連携のうえ、次の業務を円滑に遂行すること。

１　業務内容
　業者は、福祉事務所からの依頼に従い、次の業務を行う。
　（１）遺体の搬送
　（２）遺体の一時的保管
　（３）医療機関から死亡診断書（死体検案書）の受領
　（４）火葬場への火葬の予約
　（５）死亡届の提出
　（６）遺骨の搬送
　（７）その他、葬祭事業に付随する業務

（１）遺体の搬送
　　　業者は、遺体を死亡した医療機関又は警察署等から引き取り、火葬まで一時的に保管する場所へ搬送する。また、一時的に保管した場所から火葬場へ搬送する。なお、警察署から遺体を引き取る場合は、福祉事務所職員の立会いが必要な場合等もあるため、福祉事務所との十分な連絡調整を行い対応すること。

（２）遺体の一時的保管
　　　自宅での遺体の安置が不可能な場合等、業者の施設等で一時的に保管する必要がある場合は、その対応を図ること。

（３）医療機関から死亡診断書（死体検案書）の受領
　　　遺族等が死亡診断書（死体検案書）（以下、「死亡診断書等」という。）を医療機関から受領できない等の場合、業者が死亡診断書等を医療機関から受領する。
　　　死亡診断書等を受領する際の費用を業者が一時立て替えた場合は、福祉事務所へ葬祭費用を請求する際、領収書を添付して立て替えた金額を含めて請求すること（福祉事務所が一括して葬祭費用を支払う）。


（４）火葬場への火葬の予約
　　　火葬場への予約日時について、福祉事務所へ遅滞なく報告すること。

（５）死亡届の提出
　　　死亡届の記載及び区役所等への死亡届の提出については、福祉事務所と十分連携を図ること。また、提出の前に福祉事務所に死亡届を提示すること（死亡年月日等の確認のため福祉事務所で写しを取る）。

（６）遺骨の搬送
　　　収骨の範囲や骨壺の大きさを事前に福祉事務所に事前に確認し、火葬後の遺骨は、原則として骨壺を福祉事務所が指示する場所へ搬送すること。

（７）その他、葬祭事業に付随する業務
　　　福祉事務所が遺体の搬送を依頼するのは、早朝・夜間・休日もあり得るため、福祉事務所から連絡を受けた際は、速やかに遺体を引き取り、一時保管場所へ搬送すること。

２　葬祭に要するもの
　　棺、ドライアイス、骨壺等の必要最低限度のものとすること。

３　葬祭費用
　　葬祭費用は、生活保護法の葬祭扶助基準額内の料金とすること。

４　業務上の留意点
　　福祉事務所が業者を選定する場合とは、身元不明の遺体、親族がまったくいない、親族がいても関わりを拒否している場合等、葬祭業者を選定するべき者がいない場合である。
　　また、臨機応変な対応を要する場合もあるため、福祉事務所と十分な連絡調整を図ること。
　　なお、特に遺体等を警察署等から引き取る場合、遺体の損傷が激しい場合もあり得るため、適切な処置を行うこと。
　　火葬の際、大宮聖苑及び浦和斎場を使用する場合、さいたま市斎場及び火葬場条例施行規則に基づき、火葬場使用料が減免の対象となる場合があるため、各福祉事務所の担当者に確認すること。
